
　

         確定申告について詳しくは税務署へお問い合わせください。

※注1　課税（所得）証明書の基礎資料や国民健康保険税等の算定資料になりますので、所得がなかったとしても申告が必要と
　　　    なります。過去に遺族・障害年金のみ受給している旨の申告をしている場合は申告不要です。

※注2　所得税の還付は希望せず、市民税・県民税で追加したい控除がある場合や、上場配当及び利子所得や上場株式の譲渡
　　　    所得について所得税と異なる課税方式で申告する場合は市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

あなたは、市民税・県民税の申告が必要でしょうか？

事業所から山形市役所へ
給与支払報告書が提出さ

れていますか？
（ご不明な方は勤務先にご確認ください）

給与または公的年金の源泉徴
収票に記載されている控除以
外に申告したい控除（医療費控
除等）がありますか？

申告は不要です

スタート

はい

令和５年１月１日の時点で
山形市に住所（住民登録）
はありましたか？

はい

いいえ

いいえ

いいえ

令和４年中に給与・公的年金
以外の収入がありましたか？

山形市内にいる親族等が年
末調整、所得税の確定申告、
市民税・県民税の申告であ
なたを扶養親族として申告
していますか？ 市民税・県民税の

申告が必要です
（収入がなくても、収入がない旨

の申告が必要です）※注１

はい

源泉徴収票に記載されている
「源泉徴収税額」は０円です

か？

令和５年１月１日の時点で住所
（住民登録）があった市区町村に

お問い合わせください。

令和４年中に

収入がありましたか？
（障害・遺族年金等の非課税所得のみの場合

はいいえへ）

はい

給与・公的年金以外の所得
の合計額が、２０万円を超え
ていますか？

市民税・県民税の
申告が必要です

※市民税・県民税では、収入の多寡にかか
わらず、申告が必要です。

確定申告が必要です
（一部例外があります）※注2 

はい

所得税の還付を受ける場合は、

確定申告が必要です
※注2

いいえ

市民税・県民税の

申告が必要です
※所得状況によっては住民税に影響を

及ぼさない場合があります。

申告は不要です

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

このフローチャートは一般的な事例で

す。 例外もありますのでご不明な点は

市民税課までお問い合わせください。

いいえ


